
長野市若里市民文化ホール利用のご案内
お申込から終了まで

● お申込から終了まで

主催者様 ビッグハット事務所

窓口・電話にて仮予約をしてください お申込
申込は、
ご利用日の18か月前の月の初日から
1か月前まで承ります

▼

仮予約から10日以内に
「利用許可申請書」をご提出ください

申請書提出

▼

書類審査
審査後、
予約金の請求書を発行いたします
（施設基本利用料の２０％）

▼

請求書に記載の支払期日までに
お支払いください

予約金のお支払い

▼

利用の許可
予約金入金確認後、
「利用許可書」を発行いたします

▼

開催の1か月前までに
実施してください
（計画書等提出）

事前打合せ
施設・舞台、各担当が
打合せさせていただきます

▼

ご利用日の10日前までに
お支払いください

利用料のお支払い
おおむね、開催の1か月前に
請求書を発行いたします
（施設基本利用料の残り８０％）

▼

利用許可書をご持参ください 利用

▼

原状復帰（撤去・清掃） 終了
確認。
請求書を発行いたします
（超過利用料・設備利用料等）

▼

請求書に記載の支払期日までに
お支払いください

精算
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長野市若里市民文化ホールのご案内
申込・許可・取消・制限

● 利用申込

《申込先》

〒３８０－０９２８ 長野県長野市若里３丁目２２番２号

（長野市指定管理者）株式会社エムウェーブ ビッグハット事務所

ＴＥＬ． ０２６－２２３－２２２３

ＦＡＸ． ０２６－２２３－５５５１

《受付期間》

□ 原則としてご利用日の１８か月前の月の初日から、利用日の１か月前まで

※ただし、１月の初日は４日。また、月の初日が休日及び祭日の場合は翌平日

※「世界大会」「国際大会」「全国大会」を優先して受付いたしますので、18か月前の時点でお取りできない

場合がございます

《受付時間》

□ 平日（休日及び祭日を除く 月曜日～金曜日） 午前９時～午後５時３０分まで

□ 窓口、電話で仮予約をすることができます。仮予約できる期間は申込日を含めて１０日間です

※１０日間を過ぎても申請書の提出がない場合、仮予約は無効とさせていただきます

《提出書類》

□ 所定の「利用許可申請書」をご提出ください。（窓口にございます。印鑑をお持ちください）

□ 主催者、催事に関する資料（前回実施のプログラム等の資料）

※申込時のご注意

○ ご利用時間には、催し物の準備・撤去・清掃の作業時間を含みます。催し物の円滑な進行のためにも

ご利用時間は余裕を持ってお申し込みください

○ ご利用の形態によっては、利用時間の変更をお願いすることもあります

○ 団体・法人でお申し込みの場合は、利用許可申請書に団体の印鑑（法人申し込みの時は法人印）を

必ず押印してください。

○ 利用料金の請求は、利用許可申請書の申請者へ請求いたしますので、住所には請求先の住所を

ご記入ください

※イベント情報についてのお願い

当館では、催物を広くお知らせするために、毎月ホームページでご案内しております。当館をご利用になる

時は、開催月のホームページに、開催日、催し名、主催者名、問い合わせ先などを掲載させていただきます

ので、ご了承ください。

なお、開催を希望されない場合は、その旨を利用申請の時に申し出てください。

● 利用の許可・取消・制限

《利用の許可》

□ 予約金として施設基本利用料の２０％を納めていただいた後、利用許可書を交付いたします。

利用許可書は、当館利用当日に管理事務所にご提示ください。

《利用許可の取消、制限》

□ ご利用内容が次のいずれかに該当するときは、利用の拒否、利用の取消、もしくは利用の中止をさせて

いただくことがあります。

１ 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められる場合

２ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある組織の利益になると認められるとき

３ 市条例又は規則に違反したとき

４ 利用の申請に偽りがあった場合

５ 利用許可の条件に違反したとき

６ その他管理運営上支障がある場合

□ 上記の規定により、利用者に損害が生じても、当館では責任を負いかねます

《利用の変更、中止》

□ 利用の変更は、「利用変更許可申請書」を利用日の１か月前までに提出してください

□ 利用を取り消す場合は、速やかに申し出てください

※この場合、すでにお支払いされた利用料については、返還いたしません
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長野市若里市民文化ホールのご案内
利用料金のお支払い・会場下見・事前打合せ

● 利用料金のお支払い

《支払方法》

□ 現金または銀行振込でお支払いください

※銀行振込の場合の振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます

《支払の時期》

□ 申請書提出後、予約金として施設基本利用料の２０％分の請求書を発行しますので、指定の期日までに

お支払いください

□ 概ね、開催の１か月前に、施設基本利用料の残り８０％分の請求書を発行いたしますので、

ご利用日の１０日前までにお支払いください

□ 指定の期日までにお支払いのない場合は、利用を取消させていただきます

□ 利用後、施設超過利用料、付属設備利用料等の請求書を発行いたしますので、指定の期日までにお支払いください

※請求書による料金の支払期限は厳守してください

《利用料の返還》

□ 原則として、すでにお支払いされた利用料については返還いたしません。ただし、下記事項に該当する場合は

除きます。

１ 災害その他不可抗力による理由のために利用できなくなった場合

２ 施設の都合により利用できなくなった場合

３ その他やむを得ない理由がある場合

※返還を受ける場合は、利用料返還申請書の提出が必要です

《その他》

□ クセノンピンスポットライト、演出照明操作装置を利用される場合は、それぞれ、その操作にかかる人員、

経費が別途必要です

□ 舞台装置操作員が2名を超えて必要な催物の場合は、その人員が必要になりますので当館職員に相談してください

□ 外国製グランドピアノ（ベーゼンドルファー）を利用する方は、当館指定の調律師へ調律を依頼してください

※指定調律師 米山楽器店／米山宏貴 026-278-2486、 ㈱ヒオキ楽器／中野幸直 026-227-7070

● 会場下見・事前打合せ

□ 会場の下見を希望される方は、予め当館に日時を連絡の上、ご来館ください。連絡なく来館された場合、

会場の下見をお断りすることがあります

□ ご利用の１か月前までに当館職員との打合せをお願いいたします

《打合せ事項》

□ 催事のスケジュールについて

□ 舞台設営について

□ 入場整理・会場警備について

□ 物品の販売、配布、展示などについて

□ 音響、映像、照明について

□ 飲食、喫煙について

□ 清掃、ゴミの処理について

□ 駐車場について

□ 冷暖房、シャワーの利用について

《必要書類》

□ 舞台設営図

□ 進行表、プログラム

□ その他資料（パンフレット・チラシ・企画書等）
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長野市若里市民文化ホールのご案内
催物ご利用当日について

● 催物ご利用当日について

《利用許可書》

□ 入館の際は「利用許可書」を管理事務所に提示してください

《主催者本部の設置》

□ 催事開催期間中における主催者、責任者の所在を常に明確にしてください。また、責任者は、利用の開始

から、終了の時間まで駐在してください

《利用時間の厳守》

□ 利用者は許可された利用時間を厳守してください

□ 利用時間には、準備、撤去、清掃の時間を含みます

□ 利用時間を延長する場合は、あらかじめ許可を受けてください

□ 音響、照明の仕込みに時間が掛かりますので、余裕を持った設定をしてください

《催事中の案内》

□ 催事開催中における人員の呼び出し、迷子の案内及び車の移動等の案内は、主催者様で対応してください

《道具類の搬入・搬出》

□ 道具、資料の搬入・搬出は、所定の搬出入口を利用してください。エレベータを利用する場合は、業務用の

エレベータを利用してください。なお、道具類については、防炎処理を施したものご利用ください

《施設、設備の利用》

□ ホール付帯施設、備え付けの設備・備品等のご利用については、当館職員にお申しつけください。

備品類の移動は原則として主催者様で行っていただきます

《場内外の整理》

□ 当日の混乱を避けるため整理員を配置し、整理を行ってください

《定員》

□ 客席に定員（606名）を超える観客を入場させることは、消防法により禁止されています。定員は厳守してください

《物品の販売》

□ 館内及び敷地内で物品の販売をする場合は、あらかじめ当館の許可を受け、了承を得た範囲で行ってください

《看板・ポスター等の掲示》

□ 看板・ポスター等の掲示を行う場合は、所定の掲示場所をご利用ください。壁、扉、窓など指定場所以外への

掲示はお断りいたします。また、終了後は直ちに撤去してください

《駐車場》

□ ホール利用者用の駐車場を用意してあります。駐車場所、台数につきましては当館とお打合せください。

なお、駐車場は台数が限られていますので、できるだけ公共機関をご利用いただくよう周知願います

□ 駐車場の整理は主催者様で必ず誘導係を配置してください

※当館では、駐車場における事故等に関しては責任を負いません。主催者様で責任を持って管理してください

《原状復帰》

□ 利用後、施設・備品等は元の状態に戻してください

□ 利用に際して出たゴミは、主催者様が責任を持って持ち帰るか専門業者に委託してください

《終了報告》

□ 利用後は、必ず当館に報告し、終了の確認を受けてください

《施設超過利用料、付帯設備利用料等の精算》

□ 施設超過利用料、設備利用料等について、請求書を発行いたします。当日、現金による精算、或いは、

指定期日までの入金をお願いいたします。
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長野市若里市民文化ホールのご案内
ホールご利用に際して

● ホールご利用に際して

《管理責任の範囲》

□ 不測の事故等により利用者、出演者、参加者及び観客に事故が生じた場合、当館ではその責任を負いかねます

《損害の賠償》

□ 施設、物品等を損傷・紛失した場合には、弁償していただきます

《火気等の利用》

□ 館内で火気等（裸火または煙等）を利用したり、火災予防上危険な物品を持ち込むことはできません。

催物により特殊効果等で禁止行為を行う場合は、事前に消防署の許可を得てください

※長野市中央消防署「禁止行為の解除承認申請書」

《関係官庁への届け出》

□ 法令に定められた関係官庁への届け出及び許認可の申請を行ってください。

なお、届け出及び許可書の写しを、利用日までに提出してください

※下記「関係機関連絡先一覧」をご参照ください

《災害緊急時の対策》

□ 通常の警備・整理についてだけでなく、災害・緊急事態発生時に備えて、観客の避難、誘導、緊急連絡、

応急処置等について、綿密な計画を立て、当日の係員にも徹底してください

□ 避難口、消火栓、消火設備等の周りに、展示物や物等を置かないでください

※避難口、避難通路は必ず確保してください

《飲食・喫煙》

□ 全館禁煙です

□ ホール内での飲食は禁止します

□ 飲食物を販売する場合は、ホール内に持ち込まないように注意をしてください

《その他の注意事項》

□ 利用許可を受けていない施設に立ち入ったり設備を利用したりしないでください

□ 火気・危険物・動物・風船・その他の当館管理上不適切であると認められる物品の持込をしないでください

□ 非常口や閉鎖中の扉は、無断で開けないでください。荷物搬入等で開けたい場合は管理事務所までお申し出ください

□ 荷物等を当館に送付される場合は、ご利用時間内に主催者様が直接受け取れるよう時間指定してください

□ ホワイエ、会議室等で電源を利用する場合は、容量に限度がありますので事前に打合せをしてください

□ 舞台は、基本的に釘打ちは可能ですが、白木のため汚れが付きやすいので用途に応じた養生をしてください

□ 管理事務所からの電話の取次ぎはできませんので、必要な場合は、臨時電話、携帯電話を用意してください。

またその際は連絡用務のため、その番号を管理事務所までご連絡ください

□ 緊急の場合の夜間連絡先（宿泊先等）を管理事務所までご連絡ください

□ これらに記載されていない事項については、当館職員の指示に従ってください

● 関係機関連絡先一覧

長野中央警察署 ０２６－２２４－０１１０ 長野市役所 ０２６－２２６－４９１１

長野鶴賀消防署 ０２６－２２３－０１１９ 長野市観光振興課 ０２６－２２４－５０４２

長野市保健所 ０２６－２２６－９９７０ (公財)ながの観光コンベンションビューロー

長野赤十字病院 ０２６－２２６－４１３１ ０２６－２２３－６０５０

長野税務署 ０２６－２３４－０１１１ アルピコ交通 長野支社 ０２６－２５４－６０００

ＮＴＴ東日本 ０１２０－１１６－１１６ 長電バス ０２６－２９５－８００８

※当館の利用については、「長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの

設置及び管理に関する条例」及び「同施行規則」に基づいています
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